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第１章 総則 

 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社LeTechと称し、英文ではLeTech Corporationと表示す 

る。 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１ 不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理ならびに販売代理業 

２ 分譲、賃貸マンション、事務所、店舗ビルの総合管理 

３ 駐車場の管理 

４ 戸建、マンションのリフォーム及びインテリアコーディネイト業務 

５ 住宅地、別荘地の開発造成 

６ 戸建、マンションの建設ならびに分譲 

７ 土木、建築工事の設計、施工請負ならびに監理 

８ 資産運用に関するコンサルタント業務 

９ 経営コンサルタント業務 

10 企業の合併、提携、営業権、有価証券の譲渡に関する指導、仲介及び斡旋 

11 広告代理店業 

12 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 

13 労働者派遣事業 

14 飲食店の経営 

15 介護保険法に基づく居宅介護支援事業 

16 介護保険法に基づく介護予防支援事業 

17 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業 

18 介護保険法に基づく次の居宅サービス事業 

① 訪問介護 

② 訪問入浴介護 

③ 訪問看護 

④ 訪問リハビリテーション 

⑤ 通所介護 

⑥ 居宅療養管理指導 

⑦ 通所リハビリテーション 

⑧ 短期入所生活介護 

⑨ 短期入所療養介護 

⑩ 福祉用具貸与 
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⑪ 特定福祉用具販売 

19 介護保険法に基づく次の介護予防サービス事業 

① 介護予防訪問介護 

② 介護予防訪問入浴介護 

③ 介護予防訪問看護 

④ 介護予防訪問リハビリテーション 

⑤ 介護予防通所介護 

⑥ 介護予防居宅療養管理指導 

⑦ 介護予防通所リハビリテーション 

⑧ 介護予防短期入所生活介護 

⑨ 介護予防短期入所療養介護 

⑩ 介護予防特定施設入所者生活介護 

⑪ 介護予防福祉用具貸与 

⑫ 特定介護予防福祉用具販売 

20 介護保険法に基づく次の地域密着型サービス事業 

① 夜間対応型訪問介護 

② 認知症対応型通所介護 

③ 認知症対応型共同生活介護 

④ 小規模多機能型居宅介護 

⑤ 介護予防認知症対応型通所介護 

⑥ 介護予防認知症対応型共同生活介護 

⑦ 介護予防小規模多機能型居宅介護 

⑧ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

⑨ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

21 介護保険法に基づく福祉用具貸与事業及び特定福祉用具の販売に関する事業 

22 介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護事業 

23 介護保険法に基づく介護予防特定施設入居者生活介護事業 

24 法適用外での居宅介護サービス事業 

25 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉

サービス事業 

26 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談

支援事業 

27 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談

支援事業 

28 高齢者等に対する食事の提供及び配食に関する業務 

29 ホームヘルパーの養成研修に関する業務 
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30 介護支援専門員の養成研修に関する業務 

31 在宅介護支援センターの運営に関する業務 

32 介護予防運動（高齢者等の筋力向上トレーニング等）指導員の養成研修に関する業

務 

33 地方自治法第２４４条の２の規定に基づく指定管理者としての公共施設の管理運

営業務 

34 サービス付き高齢者向け住宅の設置・運営・管理 

35 高齢者賃貸住宅の設置・運営・管理 

36 有料老人ホームの設置・運営・管理 

37 特定旅客自動車運送事業及び一般旅客自動車運送事業 

38 福祉・医療に関する調査・企画・立案・運営 

39 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 

40 第二種金融商品取引業 

41 建築物の設計及び工事監理 

42 建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定、

建築に関する法令又は条例に基づく手続き等の代理 

43 不動産特定共同事業法に基づく事業 

44 前各号に附帯する一切の業務 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を大阪府大阪市に置く。 

 

（機関） 

第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 

１ 取締役会 

２ 監査役 

３ 監査役会 

４ 会計監査人 

 

（公告の方法） 

第５条 当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって

電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲

載する方法とする。 
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第２章 株式 

 

（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、１２，０００，０００株とし、各種類の株式の発行

可能種類株式総数は、それぞれ次のとおりとする。 

普通株式 １１，９９８，０００株 

Ａ種種類株式      ２，０００株 

 

（自己の株式の取得） 

第７条 当会社は、会社法第１６５条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の

株式を取得することができる。 

 

（単元株式数） 

第８条 当会社の普通株式の１単元の株式数は、１００株とし、Ａ種種類株式の１単元の株

式数は１株とする。 

 

（単元未満株式についての権利） 

第９条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲

げる権利以外の権利を行使することができない。 

１．会社法第１８９条第２項各号に掲げる権利 

２．会社法第１６６条第１項の規定による請求をする権利 

３．株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当て

を受ける権利 

 

（株主名簿管理人） 

第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２ 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 

３ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主

名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社におい

てはこれを取扱わない。 

 

（株式取扱規程） 

第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会にお

いて定める株式取扱規程による。 
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第２章の２ Ａ種種類株式 

 

（剰余金の配当） 

第11条の２ 当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をすると

きは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種種類株式を有する

株主（以下「Ａ種種類株主」という。）又はＡ種種類株式の登録株式質権者（Ａ種

種類株主と併せて以下「Ａ種種類株主等」という。）に対し、当該基準日の最終の

株主名簿に記載又は記録された、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）

又は普通株式の登録株式質権者（普通株主と併せて以下「普通株主等」という。）

に先立ち、Ａ種種類株式１株につき、第２項に定める額の金銭による剰余金の配当

（かかる配当により支払われる金銭を、以下「優先配当金」という。）を行う。ま

た、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当

会社がＡ種種類株式を取得した場合、当該Ａ種種類株式につき当該基準日に係る

剰余金の配当を行うことを要しない。なお、優先配当金に、各Ａ種種類株主等の保

有に係るＡ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該

端数は切り捨てる。 

２ Ａ種種類株式１株当たりの優先配当金の額は、１，０００，０００円（以下「払込

金額相当額」という。）に、３．０％を乗じて算出した額の金銭について、当該剰

余金の配当の基準日の属する事業年度の初日（但し、当該剰余金の配当の基準日が

令和５年７月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日）（同日を含む。）

から当該剰余金の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年

を３６５日として日割計算により算出される金額とする。除算は最後に行い、円位

未満小数第２位まで計算し、その小数第２位を四捨五入する。但し、当該剰余金の

配当の基準日の属する事業年度中に、当該剰余金の配当の基準日以前の日を基準

日としてＡ種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、Ａ種種類株式１株当た

りの優先配当金の額は、その各配当における優先配当金の合計額を控除した金額

とする。 

３ ある事業年度に属する日を基準日としてＡ種種類株主等に対して行われた１株当

たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日とする優先配当金の

額に達しないときは、その不足額は翌事業年度の初日（同日を含む。）以降に累積

する。累積した不足額（Ａ種種類株式１株当たりの累積未払金の額を、以下「Ａ種

累積未払配当金相当額」という。）については、当該翌事業年度以降、優先配当金

の支払並びに普通株主等に対する剰余金の配当に先立ち、Ａ種種類株主等に対し

て配当する。 

４ 当会社は、Ａ種種類株主等に対しては、優先配当金及びＡ種累積未払配当金相当額

の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行
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われる会社法第７５８条第８号ロ若しくは同法第７６０条第７号ロに規定される

剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第７６３条第１

項第１２号ロ若しくは同法第７６５条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当

についてはこの限りではない。 

 

（残余財産の分配） 

第11条の３ 当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種種類株主等に対し、普通株主等に

先立ち、Ａ種種類株式１株につき、払込金額相当額に、Ａ種累積未払配当金相当額

及び第２項に定める日割未払優先配当金額を加えた額（以下「Ａ種残余財産分配額」

という。）の金銭を支払う。なお、Ａ種残余財産分配額に、各Ａ種種類株主等が権

利を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当

該端数は切り捨てる。 

２ Ａ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額は、残余財産の分配が行われる

日（以下「分配日」という。）の属する事業年度において、分配日を基準日として

優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、前条第２項に従い計算される優

先配当金相当額とする。 

３ Ａ種種類株主等に対しては、第１項のほか、残余財産の分配は行わない。 

 

（議決権） 

第11条の４ Ａ種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決

権を有しない。 

 

（金銭を対価とする取得請求権（償還請求権）） 

第11条の５ Ａ種種類株主は、令和４年９月３０日以降、いつでも、当会社に対して金銭を

対価としてＡ種種類株式の全部又は一部を取得することを請求（以下「償還請求」

という。）することができる。この場合、当会社はＡ種種類株式１株を取得するの

と引換えに、当該償還請求の日（以下「償還請求日」という。）における分配可能

額（会社法第４６１条第２項所定の分配可能額をいう。以下同じ。）を限度として、

法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該Ａ種種類株主に対して、第２項

に定める金額（以下「償還価額」という。）の金銭を交付する。なお、償還請求日

における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきＡ種種類株式

の数は、償還請求が行われたＡ種種類株式の数に応じて比例按分した数とする。 

２ Ａ種種類株式１株当たりの償還価額は、以下①の算式によって計算される額（以下

「基本償還価額算式」という。）、又は償還請求日に先立つ４５取引日目に始まる連

続する３０取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）

が発表する当会社の普通株式の普通取引のＶＷＡＰの平均値の９０％に相当する
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額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）を用いて

以下②の算式によって計算される額（以下「株価連動償還価額算式」という。）の

いずれか高い方の金額とする。 

 ①（基本償還価額算式） 

基本償還価額＝１，０００，０００円×（１＋０．１０）ｍ＋ｎ／３６５－（配当

済の金額） 

 ②（株価連動償還価額算式） 

株価連動償還価額＝１，０００，０００円×（ＶＷＡＰ９０％÷転換価額） 

払込期日（同日を含む。）から償還請求日（同日を含む。）までの期間に属する日の

日数を「ｍ年とｎ日」とする。 

３ 償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着したときに発生する。 

 

（普通株式を対価とする取得請求権（転換請求権）） 

第11条の６ Ａ種種類株主は、令和４年９月３０日以降、いつでも、法令上可能な範囲で、

当会社に対して、第２項に定める数の普通株式（以下「転換対象普通株式」という。）

の交付と引換えに、その有するＡ種種類株式の全部又は一部を取得することを請

求（以下「転換請求」という。）できるものとし、当会社は、当該転換請求に係る

Ａ種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、転換対象

普通株式を、当該Ａ種種類株主に対して交付するものとする。 

２ Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求に係るＡ種種

類株式の数に、Ａ種残余財産分配額を乗じて得られる額を、第３項乃至第４項で定

める転換価額で除して得られる数とする。なお、第２項においては、第11条の３第

２項に定める日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる

日」及び「分配日」を「転換請求が効力を生じた日」と読み替えて、日割未払優先

配当金額を計算する。また、転換請求に係るＡ種種類株式の取得と引換えに交付す

る普通株式の合計数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるもの

とし、この場合においては、会社法第１６７条第３項に定める金銭の交付は行わな

い。 

３ 転換価額は３５０円とする。 

４ 転換価額の調整 

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換価額を調

整する。 

① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により

転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における

「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数（但し、そ

の時点で当会社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」
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は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当会社が保有する普

通株式を除く。）」とそれぞれ読み替える。 

調整後転換価額＝調整前転換価額×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数
 

調整後転換価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生

ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以

降これを適用する。 

② 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもっ

て次の算式により、転換価額を調整する。 

調整後転換価額＝調整前転換価額×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
 

③ 下記（ｄ）に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普

通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当

ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。以下本項において同じ。）の取得によ

る場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式

交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以

下転換価額調整式」という。）により転換価額を調整する。調整後転換価額は、

払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、

また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日（以下「株主割

当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株

式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」

は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式

の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み

替える。 

調整後転換価額 

＝調整前転換価額

×

(

発行済普通株式数

−当会社が保有する

普通株式の数

)+

新たに発行する普通株式の数×

1株当たり払込金額

普通株式1株当たりの時価

(
発行済普通株式数−当会社が保有する普通株式の数

+新たに発行する普通株式の数
)

 

④ 当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記

（ｄ）に定める普通株式１株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の

交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合（株式無償割当ての
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場合を含む。）、かかる株式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込

期間の最終日。以下本号において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその

効力が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。

以下本号において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又

は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたもの

とみなし､転換価額調整式において「１株当たり払込金額」としてかかる価額

を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、払

込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以

降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。 

⑤ 行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式１株当た

りの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合

計額が下記（ｄ）に定める普通株式１株当たりの時価を下回る価額をもって

普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新株予約

権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無

償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てに係る基準

日を定めた場合は当該基準日。以下本号において同じ。）に、また株主割当日

がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され

又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式におい

て「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価

額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額

の合計額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価

額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合

にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌

日以降、これを適用する。但し、本号による転換価額の調整は、当会社又は

当会社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対してストック・オプション

目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものと

する。 

(b) 上記(ａ)に掲げた事由によるほか、以下の各号のいずれかに該当する場合に

は、当会社はＡ種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにそ

の事由、調整後転換価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、転

換価額の調整を適切に行うものとする。 

① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、

株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権

利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために転換価額の調整を必

要とするとき。 

② 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく
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調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による

影響を考慮する必要があるとき。 

③ その他、発行済普通株式数（但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。）

の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要

とするとき。 

(c) 転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。 

(d) 転換価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を

適用する日に先立つ４５取引日目に始まる連続する３０取引日の東京証券取

引所が発表する当会社の普通株式の普通取引のＶＷＡＰの平均値とする。 

(e) 転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額

との差額が１円未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。 

５ 転換請求の効力発生は、転換請求に要する書類が転換請求受付場所に到着したと

きに発生する。 

６ 当会社は、転換請求の効力発生後、当該転換請求をしたＡ種種類株主に対して、当

該Ａ種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における

振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付す

る。 

 

（金銭を対価とする取得条項） 

第11条の７ 当会社は、令和６年３月３１日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める

日（以下「金銭対価償還日」という。）が到来することをもって、Ａ種種類株主等

に対して、金銭対価償還日の３５取引日前までに書面による同意を得た上で、法令

上可能な範囲で、金銭を対価として、Ａ種種類株式の全部又は一部を取得すること

ができる（Ａ種種類株式の一部を取得するときは、比例按分の方法による。）（以下

「金銭対価償還」という。）ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るＡ種種

類株式を取得するのと引換えに、第11条の５第２項の「償還請求日」を「金銭対価

償還日」と読み替えて計算される額の金銭を、Ａ種種類株主に対して交付するもの

とする。 

また、金銭対価償還に係るＡ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に１円

に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（株式の併合又は分割） 

第11条の８ 法令に別段の定めがある場合を除き、Ａ種種類株式について株式の併合又は

分割は行わない。Ａ種種類株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受け

る権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。 
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第３章 株主総会 

 

（招集） 

第12条 当会社の定時株主総会は、毎年１０月にこれを招集し、臨時株主総会は、その必要

がある場合に随時これを招集する。 

 

（定時株主総会の基準日） 

第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年７月３１日とする。 

 

（招集権者及び議長） 

第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 

２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、

他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 

 

（決議の方法） 

第15条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決

権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

２ 会社法第３０９条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもっ

て行う。 

 

（議決権の代理行使） 

第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権を行使

することができる。 

２ 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなけれ

ばならない。 

 

（株主総会議事録） 

第17条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項

については、これを議事録に記載又は記録する。 

 

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 

第18条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類 

及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定 

めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株 

主に対して提供したものとみなすことができる。 
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（種類株主総会） 

第18条の２ 第１３条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会について

準用する。 

２ 第１４条、第１６条、第１７条及び第１８条の規定は、種類株主総会について準用

する。 

３ 第１５条第１項の規定は、会社法第３２４条第１項の規定による種類株主総会の

決議について、第１５条第２項の規定は、会社法第３２４条第２項の規定による種

類株主総会の決議について、それぞれ準用する。 

 

第４章 取締役及び取締役会 

 

（取締役の員数） 

第19条 当会社の取締役は８名以内とする。 

 

（取締役の選任） 

第20条 取締役は、株主総会において選任する。 

２ 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

３ 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 

 

（取締役の任期） 

第21条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時までとする。 

２ 補欠又は増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時

までとする。 

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 

２ 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各１名、取締役副社長、

専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 

 

（取締役会の招集通知） 

第23条 取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役及び各監査役に対して発す

る。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。 

２ 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで

開くことができる。 
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（取締役会の招集権者及び議長） 

第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、そ

の議長となる。 

２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、

他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 

 

（取締役会の決議方法） 

第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した

取締役の過半数をもって行う。 

２ 当会社は、会社法第３７０条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である

事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 

 

（取締役会の議事録） 

第26条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項

については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに

記名押印又は電子署名する。 

 

（取締役会規程） 

第27条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役

会規程による。 

 

（取締役の報酬等） 

第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利

益は、株主総会の決議によって定める。 

 

（取締役の責任免除） 

第29条 当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、取締役（取締役であった者を含

む。）の同法第４２３条第１項の賠償責任を、法令の定める限度において、取締役

会の決議によって免除することができる。 

  ２ 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であ

るものを除く。）との間で、同法第４２３条第１項の賠償責任を法令の定める限度

まで限定する契約を締結することができる。 
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第５章 監査役及び監査役会 

 

（監査役の員数） 

第30条 当会社の監査役は４名以内とする。 

 

（監査役の選任） 

第31条 当会社の監査役は、株主総会において選任する。 

２ 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

３ 当会社は会社法第３２９条第３項の規定に基づき、法令で定める監査役の員数を

欠くことになる場合に備えて、補欠監査役を選任することができる。 

４ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後４年以内

に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとす

る。 

 

（監査役の任期） 

第32条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時までとする。 

２ 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した

監査役の任期の満了する時までとする。但し、前条第３項により選任された補欠監

査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後４年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時を超えることがで

きないものとする。 

 

（常勤の監査役） 

第33条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 

 

（監査役会の招集通知） 

第34条 監査役会の招集通知は会日の３日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急

の必要があるときは、その期間を短縮することができる。 

２ 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催すること

ができる。 

 

（監査役会の決議方法） 

第35条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって

行う。 
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（監査役会の議事録） 

第36条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項

については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又

は電子署名する。 

 

（監査役会規程） 

第37条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役

会規程による。 

 

（監査役の報酬等） 

第38条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利

益は、株主総会の決議によって定める。 

 

（監査役の責任免除） 

第39条 当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、監査役（監査役であった者を含

む。）の同法第４２３条第１項の賠償責任を、法令の定める限度において、取締役

会の決議によって免除することができる。 

２ 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、監査役との間で、同法第４２３

条第１項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができ

る。 

 

第６章 会計監査人 

 

（選任方法） 

第40条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 

 

（任期） 

第41条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会終結の時までとする。 

２ 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当

該定時株主総会において再任されたものとみなす。 

 

（報酬等） 

第42条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 
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第７章 計算 

 

（事業年度） 

第43条 当会社の事業年度は、毎年８月１日から翌年７月３１日までの１年とする。 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第44条 当会社の期末配当の基準日は、毎年７月３１日とする。 

 

（中間配当） 

第45条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年１月３１日を基準日として中間配当をす

ることができる。 

 

（配当の除斥期間） 

第46条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満３年を経過してもなお受領さ

れないときは、当会社はその支払義務を免れる。 

 

 

2022年 9月 26日 変更 

 


